
創業時の支援にとどまらず，創業後の事業継続のための支援を行うため，ホームページや販売促進品などの作成，

新聞などへの広告掲載や展示会などの開催にかかる費用など，創業期における活動に対して補助を行います。 

水戸市産業経済部商工課 

〒310-8610 水戸市中央１丁目４－１

https://www.city.mito.lg.jp/page/4270.html 

業務時間／午前8時30分～午後5時15分 休業日／土日・祝日

※直接お越しいただく場合は，事前にご連絡ください。 

電話：029－232－9185

5 万円 

 ２ 回 目  

10万円 

 １ 回 目   ３ 回 目  

2.5万円 

１／２（1,000円未満切り捨て）

申請は年度１回限り。 創業後５年以内に計３回まで申請可能 

ホームページ等の作成 ／ 新聞等への広告の掲載等 

展示会等への参加，開催等 ／ 販売促進品等の作成等 

▲水戸市HP

補助金交付申請書の提出 

申請者  

必ず着手前に提出し

てください。 

水戸市  

交付決定通知書の送付 

申請者  

事業実績報告書の提出 

事業終了後速やかに

提出してください。 

補助金額確定通知書の送付 

実績報告書の内容確認の

結果，適合と認められた

場合送付します。 

申請者  水戸市  

補助金交付請求書の提出 

水戸市  

請求から補助金の振込

まで最長で１か月ほど

かかります。 

書類の審査には，不備の

ない申請書の受理後２週

間ほどかかります。 



 補助を受けるためには，「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。 

・ 創業後５年以内の個人または法人 

・ 市内に店舗や事務所等（法人にあっては本店） 

 を開設していること。 

・ 産業競争強化法（平成25年法律第98号）第2条 

  第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業 

  による支援を受けていること。 

 「認定特定創業支援等事業」とは，創業する

方，創業後間もない方が，事業経営に必要な知

識を習得することを目的とした，セミナーや窓

口相談などの継続的な支援のことです。 

 

 水戸市内の各事業は，市HP「水戸市創業支援

事業計画について」に掲載して

います。 

 
大分類Ｄ 建設業 

大分類Ｅ 製造業 

大分類Ｇ 情報通信業 

大分類Ｉ 卸売業，小売業 

大分類Ｊ 金融業，保険業（貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関を除く。） 

大分類Ｋ 不動産業，物品賃貸業（駐車場業を除く。） 

大分類Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

大分類Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 

大分類Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業（火葬・墓地管理業を除く。） 

大分類Ｏ 教育，学習支援業 

大分類Ｐ 医療，福祉 

大分類Ｑ 複合サービス事業（郵便局を除く。） 

大分類Ｒ サービス業(廃棄物処理業，政治団体，宗教，と畜場，外国公務を除く。） 

大分類Ｔ 分類不能の産業               ※分類区分は日本標準産業分類によるもの。 

■ 必ず活動（ホームページの作成等）開始前に申請書を提出してください。 

■ 申請書類の審査が終了し，交付額が決定した段階で，活動への着手が可能となります。 

  （交付決定通知書を送付いたします。 交付前に活動を開始している場合は，補助の対象となりません） 

■ 予算の範囲内での補助となりますので，予算がなくなった場合は，年度途中であっても補助金の交 

  付を受けられない場合があります。 

・ 市税を滞納している者 

・ 前年度までに受けた当該補助金の回数が３回以上である者 など 

  


